
教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱について 

 

（１）概要 

策定主体 市長 

策定手続き等 あらかじめ総合教育会議と協議を行う。 

策定(変更)したときは、公表する。 

教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、その地

域の実情に応じ、策定する。 

>>>政府の定める教育振興計画をさす。同条第２項に基づく、市の教

育振興計画は学校教育ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）策定体制 

主要な関係計画の所管室長による検討会議 

教育研究室・生涯学習室・文化スポーツ室・企画政策室 

事務局：教育研究室・企画政策室 

 

（３）策定ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

H27.5 計画間の関連調整 

H27.8 大綱（案）の検討 

H27 秋頃 総合教育会議での協議 

>>>>策定 

資料３ 

【大綱策定イメージ】 

 

第2期教育振興基本計画（平成２５年度～平成２９年度）
（H25.6.14閣議決定）

（基本的方向性と成果目標）

１．社会を生き抜く力の養成
(1)生きる力の確実な育成(幼～高)
(2)課題探求能力の習得(大～)
(3)自立・協働・創造に向けた力の習得(生涯全体)
(4)社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成

２．未来への飛躍を実現する人材の養成
(5)新たな価値を創造する人材、グローバル人材等の養成

３．学びのセーフティネットの構築
(6)意欲ある全ての者への学習機会の確保
(7)安全・安心な教育研究環境の確保

４．絆づくりと活力あるコミュニティの形成
(8)互助・共助による活力あるコミュニティの形成

参
酌

亀山市学校教育ビジョン（平成１９年度～平成２８年度）
（基本理念）

１．亀山市の豊かな教育資源を活かした創造的な教育
○教育資源を活かした創造的な教育活動と、地域から信頼される特色ある学校づくり
○市独自の取組(学習規律の徹底・授業改善など)や、ICTなどの活用による学力向上と、家庭

との連携による「知・得・体」のバランスのとれた生きる力づくり

２．すべての子どもの学びを支え、心をはぐくむ教育
○青少年期における、体験を通じた人権・道徳教育の推進、基本的生活習慣の定着、規範意

識の向上と問題行動の未然防止
○保幼～高校までの一貫した支援・指導体制の構築と、外国につながる児童生徒への日本語

指導の充実
○健康の保持・増進や体力づくりと、地産地消・実効的な食育指導

３．子どもの未来を拓く教育環境の整備
○教職員の意識改革・学校組織体制の充実による学校経営品質の向上と、家庭・地域の教育

力向上や地域との協働の強化

○学校施設の整備改修と市立図書館と連携した学校図書館の充実
○教職員の危機管理意識・能力の向上
○保幼・小・中の教職員の連携・専門性の向上や、幼保の一体化の検討

・亀山市の自然・歴史・文化や地域のよさ、人とのつながりを大切にし、
５万都市としての特性、個性を活かす教育の実現

・子どもが確かな学力を身につけ、心身ともに健やかに成長し、自己肯
定感を持つことができる教育の推進

・亀山市の教育の基盤として、子どもが安心し、信頼することができる
教育環境の整備

具体的方策や個別施策等

亀山市文化振興ビジョン
（平成２３年度～平成３２年度）

亀山市生涯学習計画
（平成２４年度～平成２８年度）

（基本方針）
文化による創造と交流のまち
個性を活かした魅力あふれるまち
次世代を育み継承するまち

文化振興のための施策
など、具体的方策や個別施策等

（基本目標）
１ 自主的・自発的学習のきっかけ
づくり

２ だれもが学べる学習環境づくり
３ 亀山の地域資源を活かした学
習の展開

４ ともに学び活き活きとした地域
社会(人とまち)の実現

文化振興のための施策
など、具体的方策や個別施策等

参
酌

教育、学術及び文化の振興に
関する総合的な施策の大綱


